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本
法
律
案
は
、
更
生
保
護
制
度
の
充
実
を
図
る
た
め
、
保
護
司
の
安
全
確
保
を
図
り
、
そ
の
適
任
者
を
確
保
す
る
た
め
の
措

置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
更
生
保
護
事
業
に
お
け
る
保
護
の
対
象
者
の
拡
大
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

 

の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

 

一
、
幅
広
い
世
代
か
ら
多
様
な
保
護
司
の
担
い
手
を
確
保
す
る
た
め
の
規
定
の
整
備

 

　

１　

保
護
司
の
使
命
及
び
委
嘱
条
件
を
見
直
す
。

　

２　

保
護
観
察
所
の
長
が
、
保
護
司
の
職
務
に
関
す
る
広
報
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
保
護
司
の
推
薦
を
行
う
に
当
た
り
、

 

関
係
行
政
機
関
等
の
協
力
を
得
て
、
多
様
な
人
材
の
確
保
に
資
す
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
規
定
を
追
加
す
る
。

 

　

３　

保
護
司
の
任
期
を
二
年
か
ら
三
年
に
延
長
す
る
。

 

二
、
保
護
司
の
活
動
環
境
を
改
善
す
る
た
め
の
規
定
の
整
備

 

　

１　

保
護
司
会
の
任
務
に
、
更
生
保
護
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
運
営
を
追
加
す
る
。



二

 

　

２　

保
護
観
察
所
の
長
が
、
保
護
司
会
等
に
対
し
て
必
要
な
支
援
を
行
う
も
の
と
す
る
規
定
を
追
加
す
る
。

　

３　

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
保
護
司
会
等
の
活
動
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
民
間
事
業
者
に

 
よ
る
保
護
司
で
あ
る
従
業
者
へ
の
配
慮
規
定
を
追
加
す
る
。

 

三
、
保
護
司
が
安
全
に
安
心
し
て
活
動
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
規
定
の
整
備

 

　

１　

保
護
司
が
保
護
観
察
対
象
者
等
と
面
接
を
す
る
場
所
の
確
保
等
を
、
国
の
責
務
と
し
て
規
定
す
る
。

 

　

２　

保
護
司
が
面
接
場
所
を
柔
軟
に
選
択
で
き
る
よ
う
、
そ
の
職
務
の
執
行
区
域
を
弾
力
化
す
る
。

　

３　

保
護
観
察
所
の
長
が
、
保
護
観
察
対
象
者
の
再
犯
リ
ス
ク
等
を
的
確
に
把
握
で
き
る
よ
う
、
公
務
所
等
に
照
会
し
て
必

 

要
な
事
項
の
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
規
定
を
追
加
す
る
。

 

四
、
更
生
保
護
制
度
を
よ
り
一
層
機
能
さ
せ
る
た
め
の
規
定
の
整
備

 

　

１　

生
活
環
境
の
調
整
を
行
う
対
象
者
や
、
更
生
保
護
事
業
に
お
け
る
保
護
の
対
象
者
の
範
囲
を
拡
大
す
る
。 

　

２　

地
方
公
共
団
体
に
よ
る
更
生
保
護
事
業
や
更
生
保
護
活
動
に
対
す
る
協
力
に
関
す
る
規
定
を
整
備
す
る
。

五
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。 


